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堺市歯科口腔保健推進計画 堺市歯科口腔保健推進計画（第2次）

健康さかい21（第2次） 健康さかい21 （第2次）2019～2023計画

堺市食育推進計画（第2次） 堺市食育推進計画（第3次）

歯科口腔保健推進計画の位置付けと計画期間 

平成 23 年 8 月の「歯科口腔保健の推進に関する法律」の公布、平成 24 年 7 月の「歯科口腔保健の推進に関する基本

的事項」の公表を受け、法律の基本理念に基づき関連計画との整合性を図りながら、平成 26 年 3 月に「堺市歯科口腔保健

推進計画」を策定しました。平成 30 年度には目標値の達成状況を評価し、「堺市歯科口腔保健推進計画（第 2 次）」を

策定しています。計画期間は「健康さかい 21（第 2 次）2019－2023 計画」等との整合性を図るため、同計画の期間に 

合わせています。令和 3 年 4 月には堺市歯科口腔保健推進条例が施行され、この条例に規定される計画については現計画を

継承して進捗管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

上位計画である「堺市基本計画 2025」では、2030 年度にめざすゴール（KGI）として健康寿命を掲げており、高齢になっ

ても充実した生活を送ることや、意欲のある人が社会で活躍し続けることができる都市の実現に向け、健康寿命の延伸をめざし

ます。また、「健やかな生活習慣の形成」に向け、適切な食生活や口腔ケア、適度な運動、十分な休養、禁煙等のバランスの 

取れた健康的な生活習慣を確立するため、市民自らが生活習慣を改善して健康を増進し、生活習慣病の発症を予防するよう、

科学的知見に基づく普及啓発を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

すべての人がいくつになっても、心身ともに健康で輝きながら暮らし続け、充実した生活を送ることができるよう、健康・福祉の 

充実を図るため、各ライフステージで歯科口腔保健の取組を行い、堺市歯科口腔保健推進条例「歯科口腔保健推進施策の

基本事項」に沿って報告します。  

（1）健康で長生きできる都市の実現 

 ① 健やかな生活習慣の形成 

人生 100 年時代の健康・福祉～Well－being～  

【重点戦略】  

【KGI（重要目標達成指標）】  

【KPI（重要業績評価指標）】  

現状値 目標値

（2019年度） （2030年度）

男性72.82年 男性74.00年

女性74.46年 女性77.00年

指標名

健康寿命

現状値 目標値

（2020年度） （2025年度）

特定健康診査受診率 27.5% 50％以上

指標名
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堺市歯科口腔保健推進条例  「歯科口腔保健推進施策の基本事項」 

第9条 本市の歯科口腔保健推進施策の基本となる事項は、次のとおりとする。 

(1) かかりつけの歯科医師との連携による乳幼児期から高齢期までの生涯にわたって継続した歯科疾患の予防及び口腔 

機能の維持向上のための施策を推進すること。 

(2) 家庭において乳児期からの良好な歯と口腔環境を確保するため、母子保健事業における必要な施策を推進すること。 

(3) 認定こども園、保育所、地域型保育事業、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の関係者並びに 

歯科医療等関係者及び保健医療等関係者との連携による歯と口腔の健康づくり教育並びに科学的根拠に基づく 

効果的な歯科口腔疾患の予防のための施策を推進すること。 

(4) 保護者による適切な歯と口腔の健康づくりが行われていない子どもに必要な対応等に関する施策を推進すること。 

(5) 成人期における歯科口腔疾患の予防及び口腔に発症するがんの早期発見並びに高齢期における口腔機能の維持に 

必要な施策を推進すること。 

(6) 災害時における歯と口腔の衛生保持に必要な施策を推進すること。 

(7) 歯と口腔の健康づくりに関する教育及び食育を推進すること。 

(8) 地域における歯科口腔保健に関する現状の取組状況に対応した施策を推進すること。 

(9) 歯科口腔疾患に関連する糖尿病、循環器疾患その他の疾病及び喫煙による歯科口腔疾患への影響に対する施策を 

推進すること。 

(10)   障害者、介護を必要とする高齢者及び妊産婦等の定期的な歯科検診や歯科医療を受けることが困難な者を対象と 

した施策を推進すること。 

(11)   オーラルフレイル（口に関するささいな衰えを放置したり、適切な対応を行わないままにしたりすることで、口の機能低下 

や食べる機能の障がい、更に心身の機能低下までつながる状態をいう。）の予防に必要な施策を推進すること。 

(12)  地域包括ケアシステム（地域における医療及び介護の総合的な確立の促進に関する法律（平成元年法律第64号）

第2条第1項に規定するものをいう。）において歯科医療等関係者及び保健医療等関係者との緊密な連携を推進す

ること。 

(13) 歯科医療等関係者及び保健医療等関係者の人材確保及び資質の向上に必要な施策を推進すること。 

(14) 歯科口腔保健に関する情報の収集、調査及び研究を推進すること。 

(15) 前各号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に必要な事項に関すること。 
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令和 4 年度 施策実施状況 

(1) かかりつけの歯科医師との連携による乳幼児期から高齢期までの生涯にわたって継続した歯科疾患の予防及び 

口腔機能の維持向上のための施策を推進すること。 

【具体的な取組】 

▸乳幼児期から高齢期、さらに口腔内環境の変化が顕著な妊娠期に向け、健康教育等でかかりつけ歯科医を持つこと

や、定期的に歯科検診を受診する事の大切さを啓発しています。 

▸歯と口の健康と全身の健康の関係について、保健指導や健康教育の充実を図っています。 

▸歯周疾患予防等、歯科口腔保健の意識向上を目的に各区の保健センターや地域で啓発を行っています。 

▸職域で、歯周疾患に関する情報提供や健康教育などを実施しています。 

▸一般高齢者を対象に口腔機能の維持・向上や歯科口腔保健の啓発を目的に、保健センターや地域の老人会等で 

健康教育を実施しています。 

 

【令和 4 年度の取組】  

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止されていた事業が徐々に再開され、感染予防に留意しながら 

健康教育を実施しました。 

 

●堺市歯科口腔保健推進計画における数値目標 

成果指標および目標値 

（達成期限：令和 5 年度） 

計画策定時の値 

（平成 28、29 年度） 

実績値 

（令和 4 年度） 

妊婦を対象とする母子保健事業 

過去 1 年間に歯科検診を受けた 

妊婦の割合 
60％以上 49.4％（＊1） 61.0％（＊2） 

かかりつけ歯科医に関する施策 

過去 1 年以内に歯科検診を 

受けた者の割合（20 歳～64 歳） 
65％以上 61.2％（＊3） 62.4％（＊4） 

かかりつけ歯科医に関する施策 

過去 1 年以内に歯科検診を 

受けた者の割合（70 歳以上） 
80％以上 75.7％（＊3） 72.9％（＊4） 

（＊1）平成 28 年度堺市歯科口腔保健事業年報より    （＊2）令和 4 年度堺市歯科口腔保健事業年報より 

（＊3）平成 29 年度健康づくりに関するアンケート調査より  （＊4）令和 4 年度健康づくりに関するアンケート調査より  

 

●考察及び今後に向けて 

保健センターではかかりつけ歯科医を持つことの大切さを普及啓発しています。その参考値として過去 1 年以内に歯科 

検診を受けた者の割合を確認していますが、新型コロナウイルス感染症による影響などで、70 歳以上の高齢者では歯科

検診の受診率が減少しています。一方で、妊婦の歯科検診受診率は向上してきており、新型コロナウイルス感染症の 

まん延以前に設けた目標値を上回っています。昨年度までは健康教育等の事業の中止や縮小を余儀なくされていました

が、徐々に再開されつつあるので、あらゆる機会を通じて定期的な歯科検診の必要性の周知を行っていきます。 
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3歳児でむし歯経験のない児の割合推移
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3歳児で保護者が毎日仕上げみがきをする

児の割合推移(％) 

(2) 家庭において乳児期からの良好な歯と口腔環境を確保するため、母子保健事業における必要な施策を推進すること。 

【具体的な取組】 

▸乳幼児健康診査で集団・個別で保健指導を実施し、家庭でのセルフケアや歯科医院でのプロフェッショナルケアの大切さ 

を伝えています。 

▸1 歳 6 か月児健康診査や 3 歳児健康診査で歯科医師による歯科検診を行っています。   

▸子育てサークルなど、地域で保健指導や相談を行っています。 

 

【令和 4 年度の取組】 

▸新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から 4 か月児健康診査で集団での保健指導が困難であるため、 

令和 2 年度に作成した仕上げみがきの動画を待機時間に上映し、歯面清掃に関する知識の普及を行いました。 

▸新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、中止や縮小されていた各区保健センターや地域子育てサークル 

の健康教育が再開されつつあり、子育てサークルの活動支援も兼ねて、歯科口腔保健知識の啓発を行っています。 

▸3 歳児健康診査において、令和 4 年度に作成した「3 歳 6 か月ごろの歯の話」の動画を待機時間に上映し、むし歯 

予防に関する知識の普及を行いました。 

 

●堺市歯科口腔保健推進計画における数値目標 

成果指標および目標値 

（達成期限：令和 5 年度） 

計画策定時の値 

(平成 28 年度) 

実績値 

（令和 4 年度） 

乳幼児期の母子保健事業 

3 歳児健康診査時のむし歯経験のない

児の割合 
90％以上 81.9％（＊1） 89.6％（＊2） 

保護者が仕上げみがきを毎日する 

児の割合（3 歳児） 
90％以上 87.9％（＊1） 92.3％（＊2） 

（＊1）平成 28 年度堺市歯科口腔保健事業年報より （＊2）令和 4 年度堺市歯科口腔保健事業年報より 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●考察及び今後に向けて 

保護者による仕上げみがきが毎日行われている割合は増加傾向であり、令和元年以降は目標値を上回る値で推移し 

ています。家庭でのセルフケアが十分になされている結果として、3 歳児でむし歯経験のない児の割合が年々増加していると

考えられます。近年のむし歯罹患の状況として、全体的な罹患率は減少しているものの、一人で多数のむし歯を持つ児がい

る状況がみられるため、家庭でのセルフケア啓発に加え、個別の課題に応じた保健指導も行っていきます。 
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目標値 H28年度 R4年度

過去1年以内に歯みがき指導を

受けたことがある者の割合（小学6年生）
(％) 
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H29 H30 R1 R2 R3 R4

歯肉に炎症所見のある者の割合推移

（中学1年生:12歳児）

堺市 大阪府

(％) 

 (3) 認定こども園、保育所、地域型保育事業、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の関係者並びに 

歯科医療等関係者及び保健医療等関係者との連携による歯と口腔の健康づくり教育並びに科学的根拠に基づく 

効果的な歯科口腔疾患の予防のための施策を推進すること。 

【具体的な取組】 

▸市内の就学前健診・保育施設における歯科健康診断の実施、歯科口腔保健に関する健康教育、乳幼児期の歯科 

口腔保健向上の啓発活動（保護者向けの育児講座の実施、お便りの発行等）を行っています。 

▸学校保健安全法に基づいて各学校園で歯科検診を行っています。 

▸保健センターは、各学校等での健康教育や養護教諭との連携、学校保健委員会に参加し、歯と口の健康について 

啓発を行っています。 

  

【令和 4 年度の取組】 

▸堺歯科衛生士専門学校の学生による小学校への口腔衛生指導を 5 校行いました。新型コロナウイルス感染症の感染 

拡大防止の観点から、歯みがき実習は行わず、児童自作の人形を自身の口腔に見立てて歯みがき練習を行いました。 

▸堺市立学校園への「歯の図面・ポスター」の募集を行いました。応募総数は 1091 枚で、本館で表彰式も実施しました。 

 

●堺市歯科口腔保健推進計画における数値目標 

成果指標および目標値 

（達成期限：令和 5 年度） 

計画策定時の値 

（平成 28、29 年度） 

実績値 

（令和 4 年度） 

学童期に対する施策 

歯肉に炎症所見のある者の割合

（中学 1 年生：12 歳児） 
5％以下  8.7％（＊1） 12.4％（＊2） 

過去 1 年以内に歯みがき指導を 

受けたことがある者の割合 

（小学 6 年生） 

80％以上 71.7％（＊3） 75.0％（＊4） 

（＊1）平成 28 年度一般社団法人 大阪府学校歯科医会統計情報より  （＊2）令和 4 年度一般社団法人 大阪府学校歯科医会統計情報より  

（＊3）平成 29 年度健康づくりに関するアンケート調査より            （＊4）令和 4 年度健康づくりに関するアンケート調査より 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

●考察及び今後に向けて 

▸過去 1 年以内に歯みがき指導を受けたことがある者の割合は増加傾向であり、自身の口腔内状態について関心を 

持っている者が増加していると考えられます。 

▸児童・生徒に向けた、むし歯予防や歯肉炎予防を中心にした媒体などを作成し、啓発活動を行っています。一人あたりの 

むし歯経験歯数は減少傾向にありますが、歯肉に炎症所見のある者の割合については増加していることから、成人期に 

向かう学童期、思春期としてとらえ、歯周疾患予防についての保健指導を強化していきます。 
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1歳6か月児健康診査にてハイリスクだった児の
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2歳児フォロー検診の受診率の推移(％) 

(4) 保護者による適切な歯と口腔の健康づくりが行われていない子どもに必要な対応等に関する施策を推進すること。 

【具体的な取組】 

▸1 歳 6 か月児健康診査の際にむし歯菌の活動性の高さに対する評価を行い、むし歯罹患のハイリスク児に対して 2 歳 

時点でのフォロー体制として歯科検診を案内し、歯科検診と歯科口腔保健指導の指導体制を整えることで、むし歯罹 

患者率の減少を図っています。 

▸歯科検診の受診児に対して、フッ化物歯面塗布の実施や、それ以降はかかりつけ歯科医での継続したフッ化物歯面塗 

布を行ってもらうことによって、新たなむし歯が生じるリスクを低減できるように努めています。 

 

【令和 4 年度の取組】 

上記の条件に基づき、むし歯に関する課題の多いフォロー児に対し 2 歳時点に歯科検診、相談、指導を継続して行い

ました。 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  堺市歯科口腔保健事業年報より  

●考察及び今後に向けて 

▸1 歳 6 か月児健康診査にてハイリスクと診断された児の 2 歳時点でのむし歯罹患者率は減少傾向を維持しています。 

▸新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言などで、2 歳児フォロー検診の受診率は減少していましたが、コロナ禍以

前の状態に戻りつつあります。受診児のうち、フッ化物歯面塗布を行った児の割合は前年度と比較してやや減少しました

が、保護者の声によると、保健センターでフッ化物塗布を行わないのは、かかりつけ歯科医による定期的な塗布を行ってい

ることを理由としてあげています。 

▸3 歳児のむし歯罹患者率の更なる減少を図るために、保健センターの 2 歳児のフォロー検診に来所できない児への対策 

として、状況に応じて保健専門職が電話や訪問による保健指導を行っていきます。 

 

70
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100
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2歳児フォロー検診受診児のうち

フッ化物歯面塗布を行った児の割合推移(％)
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(5) 成人期における歯科口腔疾患の予防及び口腔に発症するがんの早期発見並びに高齢期における口腔機能の維持に 

必要な施策を推進すること。 

【具体的な取組】 

▸保健センターや地域、職域で、歯周疾患予防に関する情報提供や健康教育などを実施しています。 

▸歯周疾患予防等歯科口腔保健の意識向上・啓発を目的に、歯科相談、歯科検診、口腔ケアの体験実習を含めた歯

科保健指導を各区保健センターや地域で実施しています。 

▸30、35、40、50、60、70、71～74 歳及び 75 歳以上の生活保護受給者を対象として「堺市成人歯科検診」を行っ

ています。 

  

【令和 4 年度の取組】 

▸健康増進法に則り、歯周疾患予防等の歯科口腔保健の意識向上のための健康教育の回数を増加させました。 

▸後期高齢者を対象に、通いの場で質問票をとり、口腔機能低下の恐れがある方に保健指導を行いました。 

▸口腔がん啓発用のタペストリーを活用し、歯科のパネル展示イベントなどで啓発活動を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●堺市歯科口腔保健推進計画における数値目標 

成果指標および目標値 

（達成期限：令和 5 年度） 

計画策定時の値 

（平成 29 年度） 

実績値 

（令和 4 年度） 

歯科疾患の予防に関する施策 

40 歳で喪失歯のない者の割合

（35～44 歳） 
75％以上 68.0％（＊1） 73.3%（＊2） 

（＊1）平成29年度健康づくりに関するアンケート調査より  （＊2）令和4年度健康づくりに関するアンケート調査より 

 

●考察及び今後に向けて 

成人期に歯科検診を定期的に受診することに加え、既定の年齢で堺市成人歯科検診を受診することは、口腔の健康

を保つことはもちろん、全身の健康に対する知識の普及という観点においても重要な意味合いを有すると考えられます。 

40 歳で喪失歯のない者の割合や、歯間部清掃具を使用する者の割合は増加してきており、壮年期における口腔の状

況や口腔清掃に関する意識は計画策定当時と比較して改善されてきていると考えます。一方で、健康づくりに関するアンケ

ート調査では、40 歳代及び 60 歳代で進行した歯周炎を持つ者の割合が増加しているという報告もあり、残存歯を健康

な状態で維持することが今後の課題となります。口腔がんに関しては、イベント時や保健センターで、タペストリーを活用した

啓発を行いました。早期発見につなげるため、かかりつけ歯科医での定期検診を含めた啓発を引き続き行います。 
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(6) 災害時における歯と口腔の衛生保持に必要な施策を推進すること。 

【具体的な取組】 

市民に各区域の災害特性を伝え、日頃の備えに活用していただくために、平成 29 年 3 月に発行した「区別防災マップ」を

分かりやすい内容へリニューアルし、全区域の非常持ち出し品項目に歯ブラシ及び歯みがきシートを追加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和 4 年度の取組】 

関係課と連携し、地域のお口の健康推進員（8020 メイト）を対象に災害時の対応法や備えに関する講義の場を設けま

した。その中で、避難時の歯ブラシの持ち出しについて啓発を行いました。 

 

●考察及び今後に向けて 

さまざまな自然災害が起きたとき、少しでも影響を小さくするためには日頃の備えが必要です。避難先での口腔状態を可

能な限り健康に保つために、災害時の歯科的な対応について情報を共有する機会を提供し、持ち出し用の口腔清掃用具

の必要性について普及を続けていきます。また、お口の健康推進員（8020 メイト）から、災害時における歯と口の衛生保

持について、多くの人に知識を伝えていただけるような支援を行います。 

 

(7) 歯と口腔の健康づくりに関する教育及び食育を推進すること。 

【具体的な取組】 

▸市民や介護者、医療職向けの『歯科保健講演会』を行っています。 

▸何でも噛んで食べることができる状態を維持することによって、食の楽しみを味わい続けることができるように歯科口腔保健 

から食育を推進しています。 

▸児童や生徒に関わる PTA や教職員などを対象に、健康教育や学校保健委員会の場などを活用し、「噛ミング 30（カミ

ングサンマル）」の周知等歯と口の健康についての意識向上を図っています。 

▸オトナのためのお口の健康教室を開催し、歯と口の健康づくり啓発に取り組むボランティア「8020 メイト」を養成します。 

▸管理栄養士と歯科衛生士が連携して、乳児期の親子を対象に離乳食講習会や保健指導を行っています。 

 

【令和 4 年度の取組】 

令和 3 年度まで、健康教育や学校保健委員会の場での活動が減少していましたが、対面での 

活動を徐々に再開しました。離乳食講習会ではコロナ禍以前の状態に戻せるように工夫し、歯と 

口腔の健康についての意識の向上に取り組んでいます。 

 

●考察及び今後に向けて 

学童期から成人期まで幅広いライフステージに対して歯科口腔保健についての知識の普及を 

進めています。また、アフターコロナを見据えて 8020 メイト会員数の増加に向け取り組みます。 
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3歳児のむし歯罹患者率の推移
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 (8) 地域における歯科口腔保健に関する現状の取組状況に対応した施策を推進すること。 

【具体的な取組】 

中区では、むし歯罹患者率が他と比較して高い傾向にあり、さらなるむし歯の減少をめざすため、2 歳児の歯科相談の対

象者を 1 歳 6 か月児健康診査のハイリスク児に限らず、2 歳児全員に拡大し「むし歯ゼロ作戦」を平成 31 年（令和元

年）4 月から実施しています。そこでは歯科検診後、保護者の仕上げみがきの習慣がない児や、清掃状況が不良な児等

への保健指導を徹底し、その後は地域のかかりつけ歯科医につないでいます。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美原区では、他市での取組を参考に、体力の低下がみられる高齢者を対象として、運動負荷が軽いフレイル予防の取

組として「美原いきいきかみかみ百歳体操」（いきかみ体操）を令和元年度から実施しています。 

 

【令和 4 年度の取組】 

▸中区の「むし歯ゼロ作戦」について継続実施しています。 

    ▸美原区の「いきかみ体操」について、新型コロナウイルスによる感染拡大防止の観点から、自宅で取り組めるよう DVD の 

貸し出しなどを行い実施していましたが、令和 4 年度からは、地域に出てグループで実施することを再開しました。一部 

地域では参加者の 95％から継続実施の希望を得るなど、高齢者のフレイル予防につながっています。 

 

●考察及び今後に向けて 

▸「むし歯ゼロ作戦」実施以降、中区における 3 歳児のむし歯罹患者率は減少してきており、取組として有効であることが 

示唆されます。今後は、むし歯罹患者率を減少させるに至った指導内容を分析し、地域の特性を把握することによって、 

より効果的な保健指導を行います。 

▸「いきかみ体操」は令和 4 年度より新たに地域住民から体験講座を希望する声が挙がるようになっています。これは、「い

きかみ体操」をツールとしたフレイル予防が必要であると切実に感じている住民ニーズの現れであると考えられ、今後も 

効果的な健康増進が図れるよう地域での展開を進めていきます。 

集計年 
3 歳児の 

むし歯罹患者率 
（堺市）（＊） 

3 歳児の 
むし歯罹患者率 
（中区）（＊） 

平成 29 17.4％ 22.7％ 

平成 30 16.6％ 18.7％ 

平成 31 

（令和元） 
13.9％ 19.8％ 

令和 2 14.5％ 18.2％ 

令和 3 12.3％ 14.0％ 

令和 4 10.4％ 13.0% 

 （＊）堺市歯科口腔保健事業年報より 

 

(％) 
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(9) 歯科口腔疾患に関連する糖尿病、循環器疾患その他の疾病及び喫煙による歯科口腔疾患への影響に対する施策を 

推進すること。 

【具体的な取組】 

▸成人の歯科相談及び妊婦歯科相談にて、喫煙が歯周疾患に与える影響について問診を行い、知識の普及を図っていま

す。 

▸集団へのアプローチとして、企業に所属する従業員に対して健康教育を実施しています。 

▸特定保健指導の際に、糖尿病や循環器疾患と歯周疾患との関連性について指導を行っています。 

 

【令和 4 年度の取組】 

▸企業の特定健診等の際に歯科口腔に関するブースを設け、個別に指導を行いました。 

▸歯科相談や保健指導の場において、引き続き口腔状態と全身との関連について保健指導を行いました。 

 

●堺市歯科口腔保健推進計画における数値目標 

成果指標および目標値 

（達成期限：令和 5 年度） 

計画策定時の値 

（平成 28、29 年度） 

実績値 

（令和 4 年度） 

糖尿病、循環器疾患、喫煙による歯科口腔疾患への影響 

たばこの歯周病への影響を知る 

妊婦の割合 
70％以上 57.8％（＊1） 56.8％（＊2） 

たばこの歯周病への影響を知る 

成人の割合 
70％以上 45.4％（＊3） 40.5％（＊4） 

（参考指標） 

堺市健康増進計画における成果指標および目標値 

（達成期限：令和 5 年度） 

計画策定時の値 

（平成 29 年度） 

実績値 

（令和 4 年度） 

喫煙率（男性） 18％以下 22.7％（＊3） 20.6％（＊4） 

喫煙率（女性）  6％以下  6.8％（＊3）  6.2％（＊4） 

妊娠中の喫煙率 0％  4.0％（＊3）  1.7％（＊4） 

（＊1）平成 28 年度堺市歯科口腔保健事業年報より    （＊2）令和 4 年度堺市歯科口腔保健事業年報より  

（＊3）平成 29 年度健康づくりに関するアンケート調査より  （＊4）令和 4 年度健康づくりに関するアンケート調査より  

 

●考察及び今後に向けて 

▸喫煙の歯周疾患への影響について理解している市民の割合は、計画策定当時と比較して増加傾向にありましたが、 

令和4年度は減少しています。この状況の推移について次年度以降も注視しつつ、引き続き各歯科健診での問診によっ

て市民の理解度を把握し、より一層理解を深めていただくように取り組みます。 

▸高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施では、糖尿病のリスクが高く、かつ歯科未受診の方へ受診勧奨の案内を 

送付し、歯科受診へとつないでいきます。 
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(10) 障害者、介護を必要とする高齢者及び妊産婦等の定期的な歯科検診や歯科医療を受けることが困難な者を対象と 

した施策を推進すること。 

【具体的な取組】 

▸障害者本人の口腔衛生の向上のため、本人や支援者にむけた健康教育や口腔ケアの方法、また、家族や支援者向けの 

研修会を行っています。 

▸市内在住の後期高齢者医療被保険者で、寝たきり等により医療機関での歯科健康診査が困難な方に対して、無料で 

訪問による歯科検診を実施することにより、在宅高齢者の誤嚥性肺炎等の疾病発症を予防し、身体機能の維持を図っ

ています。 

 

【令和 4 年度の取組】  

▸障害者本人、その家族や支援者に向けた講座等を行い、本人の状況に合わせた口腔ケアの自立度の向上を図りました。 

    ▸多職種連携事業及び高齢者の自立支援に向けた専門職向け研修として、ケアマネジャー等の在宅介護に関わる方を 

対象に、オーラルフレイルや口腔ケアについての研修動画を YouTube で配信しました。 

   ▸令和 3 年度に引き続き、障害者等歯科口腔保健推進業務で要介護者や支援者にむけた研修会を WEB で実施 

しました。 

▸障害者関係団体と協議し、障害者歯科診療所の現状について課題を共有し、障害者に対する支援策について検討を 

行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●堺市歯科口腔保健推進計画における数値目標 

障害の特性に応じた取組を実施しながら、歯と口の健康状態についての評価は、各ライフステージに準じた指標を用います。 

 

●考察及び今後に向けて 

障害者の方々が歯科治療する事は時に困難となるため、予防が大切になります。本人やその家族を含めた支援者に、歯

科口腔の健康の重要性を伝えていきます。集団かつ対面での活動の実施を再開していきつつ、WEB を活用した健康講座や、

いつでも視聴できる形式で支援していくことを継続するほか、歯科医師会と連携して障害者施設での歯科検診について実施

できるよう検討しています。 
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 (11) オーラルフレイル（口に関するささいな衰えを放置したり、適切な対応を行わないままにしたりすることで、口の機能 

低下や食べる機能の障がい、更に心身の機能低下までつながる状態をいう。）の予防に必要な施策を推進すること。 

【具体的な取組】 

▸保健センターや地域の通いの場で、オーラルフレイル予防のためのお口の体操や口腔ケア方法の健康教育を行っています。 

▸要介護状態に至ることを予防し高齢者の生活の質を高めるため、運動、口腔、栄養、認知症予防を組み合わせた 

プログラムを実施しています。 

 ▸80歳で20本以上自分の歯を持つ方で口腔の健康を維持している方を表彰しています。（高齢者いい歯自慢コンテスト） 

   ▸高齢者の自立支援を進めるため、歯科衛生士や管理栄養士、リハビリ専門職などの多職種が協働で要支援者のケア 

マネジメントを行っています。 

 

【令和4年度の取組】  

 区の取組として、市民に分かりやすく伝えるため、お口の体操の動画を使ったオーラルフレイル予防の啓発を行いました。 

 

●   堺市歯科口腔保健推進計画における数値目標 

（＊1）平成 29 年度健康づくりに関するアンケート調査より （＊2）令和 4 年度健康づくりに関するアンケート調査より 

  

●考察及び今後に向けて 

▸新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言等で、高齢者の歯科医院等の受診控えが生じた可能性が考えられます。 

▸60 歳で 24 本以上自分の歯を持つ者、80 歳で 20 本以上自分の歯を持つ者、60 歳で何でも噛んで食べることが 

できる者の割合はいずれも増加しています。 

▸フレイル予防には多職種（他職種）が連携して関わることが大切です。関係課が実施している地域の事業でお口の体操    

の紹介や、プログラムに取り入れていくことで健口体操を実践できる機会をさらに増やしていきます。 

▸高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施において、高齢者の「通いの場」でのアンケート等から、現状に合わせた 

サポートができるよう努めます。 

 

 

 

 

成果指標および目標値 

（達成期限：令和 5 年度） 

計画策定時の値 

（平成 29 年度） 

実績値 

（令和 4 年度） 

かかりつけ歯科医に関する施策 

過去 1 年以内に歯科検診を 

受けた者の割合（70 歳以上） 
80％以上 75.7％（＊1） 72.9％（＊2） 

オーラルフレイルの予防に関する施策 

60 歳で 24 本以上自分の歯を 

持つ者の割合（55～64 歳） 
80％以上 65.6％（＊1） 71.4％（＊2） 

80 歳で 20 本以上自分の歯を 

持つ者の割合（75～84 歳） 
60％以上 43.5％（＊1） 45.8％（＊2） 

60 歳で何でも噛んで食べることが 

できる者の割合 
80％以上 75.2％（＊1） 76.1％（＊2） 
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(12) 地域包括ケアシステム（地域における医療及び介護の総合的な確立の促進に関する法律（平成元年法律第 64 

号）第 2 条第 1 項に規定するものをいう。）において歯科医療等関係者及び保健医療等関係者との緊密な連携を 

推進すること。 

【具体的な取組】 

    堺市における医療と介護の連携をすすめる関係者会議が発足し、堺市内の医療と介護関係者が定期的に集まって相互

の連携を深め、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮らしていくための取組を行っています。 

 

【令和 4 年度の取組】 

   ▸歯科口腔保健の観点から、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施を全区で展開する情報を提供しました。 

 

●考察及び今後に向けて 

   ▸口腔の状況は全身の健康状態と密接に関係しています。引き続き関係者会議に参加し、情報共有等を行っていきます。 

 

(13) 歯科医療等関係者及び保健医療等関係者の人材確保及び資質の向上に必要な施策を推進すること。 

【具体的な取組】 

   ▸歯科医療関係者や医療従事者を対象に講演会や研修会を行っています。 

 

【令和 4 年度の取組】 

▸障害者の歯科治療に対して、一般の歯科診療所においても対応できるようにするため必要な治療の要点などの講演を行

い、障害者が十分な歯科治療を受けることができるために働きかけました。講演会は WEB 配信を併用して開催しました。 

 

●考察及び今後に向けて 

   ▸障害の他にも多様なケースに対応できる医療関係者の増加は、市民の健康増進にとって重要であることから、引き続き 

歯科医療等関係者及び保健医療等関係者の資質の向上に必要な施策を推進していきます。 

 

(14) 歯科口腔保健に関する情報の収集、調査及び研究を推進すること。 

【具体的な取組】 

   ▸毎年、「堺市歯科口腔保健事業年報」を作成しています。 

 

【令和 4 年度の取組】 

   ▸堺市歯科口腔保健事業年報を継続して作成しています。また、これまでの年報で得られた数値を用いて、むし歯罹患者

率の推移等の経年的な変化を分析しました。 

   ▸保健センターの 2 歳児フォロー検診受診児から、卒乳状況や間食の摂取状況と前歯部むし歯との関係についてサンプル 

調査を行い、把握に努めています。 

 

●考察及び今後に向けて 

  ▸堺市歯科口腔保健事業年報を継続して作成し、課題の解決に向けた調査及び研究を推進していきます。また、把握し

た結果をもとに、個人の特性に合わせた保健指導を行い、むし歯予防や多数のむし歯を抱える乳幼児の減少に繋げます。 
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(15) 前各号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に必要な事項に関すること。 

【具体的な取組】 

   ▸在宅保健専門職の会「歯っぴー栄養クラブ」（管理栄養士と歯科衛生士の会）の活動支援を行っています。 

   ▸各区の 8020 メイト会員間で交流会を開催し、会員間での共助に繋がるような活動の支援を行っています。 

 

【令和 4 年度の取組】 

   ▸新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から中止していた 8020 メイト会員交流会を再開しました。 

 

●考察及び今後に向けて 

   ▸感染状況に配慮しつつ、徐々に対面での活動の再開を行っていきます。 
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歯科口腔保健に関する取組について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妊

産

婦

期

乳

児

期

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

成

人

期

高

齢

期

子ども育成課 妊婦歯科相談 妊婦歯科相談において歯科相談、歯科

検診を実施する。

33回

237人

38回

336人

継続実施
○

子ども育成課 妊婦教室 妊婦教室において集団指導を実施する。 37回

471人

32回

445人

継続実施
○

子ども育成課 フッ素塗布事業 保健センターでの「1歳6か月児健康診

査」または「子どもの歯相談室」において、

1歳6か月～4歳未満の希望者にフッ素塗

布を実施し、フッ素塗布手帳の活用方法

を説明。かかりつけ歯科医院での継続塗

布の啓発を行う。

297回

7,250人

285回

7,214人

継続実施

○ ○

子ども育成課 4か月児健康診査 4か月児健康診査時にう触予防と口腔機

能に関する集団指導を実施する。集団指

導時、保護者を対象に歯科検診の受診

の啓発を行う。

新型コロナウイルス

感染症拡大予防

のため集団指導は

中止し歯みがき動

画の閲覧で対応

新型コロナウイルス

感染症拡大予防

のため集団指導

は中止し歯みがき

動画の閲覧で対

応

歯みがき動画の閲覧

で対応

○ ○ ○

子ども育成課 1歳6か月児健康診

査

1歳6か月児健康診査時に、歯科検診

と、むし歯活動性試験を実施するとともに、

生活習慣を中心に個別指導を実施する。

135回

5,785人

129回

5,539人

継続実施

○ ○

子ども育成課 子どもの歯相談室 1歳6か月児健康診査におけるむし歯のハ

イリスク児を2歳時にフォローし、歯科検

診、相談、指導等を実施する。また、ハイ

リスク児以外で、希望のある乳幼児、小

児にも歯科検診・相談等を実施する。

162回

2,228人

156回

2,408人

継続実施

○ ○

子ども育成課 3歳児健康診査 3歳児健康診査時に歯科検診と集団指

導を実施する。生活問診状況によりハイリ

スク児を対象とした個別指導を実施（個

別/集団）する。集団指導時、保護者を

対象に歯周病予防について啓発を行う。

個別：136回

2,426人

集団：新型コロナ

ウイルス感染症拡

大予防のため中

止

個別：135回

2,162人

集団：新型コロナ

ウイルス感染症拡

大予防のため中

止

継続実施

○ ○ ○

子ども育成課 全大阪よい歯のコン

クール

保健センターで前年度に3歳児健康診査

を受診され、むし歯のなかったお子さんと、

そのお母さん又はお父さんを対象に、口腔

内を審査し、各区で上位3組を選出し表

彰する。

新型コロナウイルス

感染症拡大予防

のため中止

新型コロナウイルス

感染症拡大予防

のため中止

再開

表彰式2回

13組
○

子ども育成課 パパの育児教室 従来の保健センター等での歯科保健教育

に加え、「パパの育児教室」においても歯

科保健教育を実施することにより、育児支

援のさらなる充実を図る。

3回

延人数161人

6回

延人数76人

歯科口腔保健情報

の媒体の配布等に変

更 ○ ○

対象世代

担当課 取組 概要
令和３年度

実績

令和４年度

実績

令和５年度

実施状況
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妊

産

婦

期

乳

児

期

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

成

人

期

高

齢

期

幼保運営課 公立・民間全保育所

における歯科健康診

断の実施

歯科保健に関する健

康教育

乳幼児期の歯科保

健向上の啓発活動

（育児講座、お便り

等）

学校保健安全法に準じて歯科健康診断

を年1回以上実施し、歯、口腔の疾病異

常や形態、機能等に発達異常がないか健

診する。もし、疾病異常やその疑いが認め

られた場合は受診を勧める。むし歯予防、

正常な発達を促すための保健教育、及び

保護者への保健指導を実施する。

・公立こども園

（17）

年2回健診実施

・民間認定こども

園（110）

・民間保育園

（18）

地域型保育事業

施設（76）

年1回以上の健

診実施

・新型コロナウイル

ス感染症拡大予

防のため園での歯

磨きを中止にして

いる園もあり、園

内での保健教育

は強化した。育児

講座を中止にして

いる園もある。

・公立こども園

（16）

年2回健診実施

・民間認定こども

園（115）

・民間保育園

（20）

・地域型保育事

業施設（74）

年1回以上の健

診実施

・新型コロナウイル

ス感染症拡大予

防のため園での歯

磨きを中止にして

いる園もあり、園

内での保健教育

は強化した。育児

講座を中止にして

いる園もある。

継続実施

○ ○

学校保健体育課 各学校園での歯科

検診の実施

学校保健安全法に基づいて、歯科健康

診断を行い、歯・口腔の疾病及び異常の

有無を検査する。また、形態・機能が発達

段階に即して正常に発達しているか検査

し、学校教育に支障がないか判断する。

実施 実施 実施

○ ○

健康推進課 学校との連携 児童・生徒に関わるPTAや教職員などを

対象に、健康教育や学校保健委員会の

場などを活用し、歯の健康についての意識

向上を図る。

1回（健康教

育）

5人

17回（学校保健

委員会等）

47人

6回（健康教

育）

114人

49回（学校保健

委員会等）

454人

継続実施

○ ○

学校保健体育課 堺歯科衛生士専門

学校との連携

堺歯科衛生士専門学校の学生が小学校

を訪問し、児童に歯科指導をする。

4校 6校 5校

○

学校保健体育課 歯の図画・ポスターコ

ンクール

堺市立学校園に「歯の図画・ポスター」を

募集し、作品審査し表彰する。表彰され

た作品は、本館エントランスホールに展示

する。

応募総数

1,422枚

表彰式は新型コロ

ナウイルス感染症

拡大予防のため

中止

応募総数

1,091枚

本館エントランス

ホールで展示、表

彰式を実施

実施

○ ○

健康推進課 成人の歯科相談

歯みがき教室等

保健センターにおいて、歯周疾患予防を

目的として、歯科相談、歯科検診、口腔

ケアの体験実習を含めた歯科保健指導

等を実施する。

128回

1,267人

150回

1,226人

継続実施

○ ○ ○

健康推進課 地域・職域連携 情報誌の配布や健康教育等 3回

200人

3回

241人

継続実施
○

健康推進課 成人歯科検診 30.35.40.45.50.55.60.65.70歳の

方に対し、市内委託医療機関において歯

科検診を実施する。（令和元年度より、

30.35.40.50.60.70.71～74歳.75

歳以上の生活保護受給者が対象。）

1,040人 928人 継続実施

○ ○

健康推進課 健康増進法に基づく

健康教育

歯周疾患予防等、歯科保健意識向上を

目的とした健康教育を実施する。

28回

520人

60回

1,044人

継続実施
○

長寿支援課 介護保険法に基づく

健康教育

口腔機能（食べる、飲み込む等）の維

持・向上、口腔衛生管理（誤嚥性肺炎

予防等）を目的とした健康教育を実施す

る。

36回

366人

61回

1,104人

継続実施

○

長寿支援課 ひらめき脳トレプラス

教室（複合型介護

予防事業）

要介護状態に至らないよう、口腔、栄養、

運動、認知機能の活性化をねらいとしたプ

ログラムを実施する。

14回　（歯科）

136人

90回

899人

29回（歯科）

351人

継続実施

○

概要
令和３年度

実績

令和４年度

実績

令和５年度

実施状況

対象世代

担当課 取組
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妊

産

婦

期

乳

児

期

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

成

人

期

高

齢

期

長寿支援課 高齢者いい歯自慢コ

ンテスト

80歳以上で、20本以上ご自分の歯をお

持ちの堺市民の方を対象に「高齢者いい

歯自慢コンテスト」を開催し表彰する。

新型コロナウイルス

ウイルス感染症拡

大予防のため中

止

新型コロナウイルス

ウイルス感染症拡

大予防のため中

止

再開

表彰式2回

参加者83人 ○

健康推進課 8020養成講座 口腔機能や口腔健康管理に対する知識

や技術の習得をめざし、保健センターにお

いて2～3日間コースの健康教育等を行

い、8020運動を推進する。

21回

延人数134人

21回

延人数192人

継続実施

○

健康推進課 口腔機能向上のサ

ポーター育成・支援

（8020メイト）

口腔機能の向上を含めた口腔の健康づく

りを地域に広げるために、自主活動グルー

プ「8020メイト」の育成や支援を行う。

実人数（会員

数）142人

支援延人数527

人

実人数（会員

数）146人

支援延人数

1,115人

継続実施

○

健康推進課 在宅保健専門職

（栄養士・歯科衛生

士）人材育成・支援

地域のボランティア栄養士・歯科衛生士に

よって結成された専門職サポーターグルー

プ「歯っぴー栄養クラブ」の人材育成を含

めた組織の充実を図り、活動支援を行う。

活動19回

参加延人数31人

学習会11回

参加延人数112

人

活動　28回

参加延人数59人

学習会11回

参加延人数129

人

継続実施

○ ○

健康推進課 障害者等への歯科

口腔保健

口腔ケアのサポート

多職種連携づくり

障害者等歯科口腔保健推進業務

・口腔ケア支援体

制づくり事業（オ

ンライン研修）

4回　166人

・多職種連携事

業（YouTubeで

配信）

70施設　218人

・障害者等歯科

口腔保健推進業

務（WEB）

講演146人　実

習講座346人

・口腔ケア支援体

制づくり事業（オ

ンライン研修）

4回　　31人

・多職種連携事

業（YouTubeで

配信）

55施設　158人

・障害者等歯科

口腔保健推進業

務（WEB）

講演211人　実

習講座433人

実施

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

健康推進課

子ども育成課

長寿支援課

市民に対する健康情

報の提供、普及啓発

ホームページ掲示やリーフレット配布を活

用した健康情報発信

実施 実施 継続実施

○ ○ ○ ○ ○ ○

医療年金課 訪問歯科健診 「高齢者の保健事業と介護予防の一体

的実施」で取り組んでいる訪問歯科健診

令和3年度は、堺

区と南区をモデル

として実施

堺区：652件送

付、受診5件

中区：受診1件

（市広報誌を見

て受診）

南区：526件送

付、受診13件

全区で実施

堺区：630件送

付、受診8件

中区：422件送

付、受診9件

東区：378件送

付、受診8件

西区：599件送

付、受診6件

南区：533件送

付、受診7件

北区：597件送

付、受診8件

美原区：163件

送付、受診6件

継続実施

○ ○

担当課 取組 概要
令和３年度

実績

令和４年度

実績

令和５年度

実施状況

対象世代
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計画の進捗管理 

健康施策推進協議会や庁内連絡会、関係団体と連携し取組状況の確認や意見を聴取します。 

令和 5 年度は堺市歯科口腔保健推進計画（第 2 次）の評価年度となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●令和 5 年度堺市健康施策推進協議会 

 開催年月日 議題 

第 1 回 
令和 5 年 

7 月 14 日（金） 

（1）堺市健康増進計画・堺市食育推進計画・堺市歯科口腔保健推進計画

策定にあたっての要旨 

（2）計画策定に関する審議の進め方について 

（3）その他 

第 2 回 未定 未定 

 

●令和 5 年度堺市歯科口腔保健推進計画部会 

 開催年月日 議題 

第 1 回 
令和 5 年 

8 月 17 日（木） 

（1）堺市歯科口腔保健推進計画部会の概要 

（2）次期計画における指標及び目標の設定 

（3）その他 

第 2 回 未定 未定 

 

年度
令和元

（2019）

令和2

（2020）

令和3

（2021）

令和4

（2022）

令和5

（2023）

最終評価

計画の

進捗管理

状況の把握・検討・評価

取組への反映


